
とき　火～日曜日　９時30分～12時、13時～15時30
分
※受付は終了時刻の30分前までです。水曜日は９時
30分～12時のみです。
休館日　月曜日
対象　市内在住の満60歳以上の人（平成29年度中に
満60歳以上に達する人を含む）
持ち物　室内用運動靴、飲み物、タオル
※運動のできる服装でお越しください。
事前説明会を実施します
貯筋ルームの利用には、登録票の記入およびトレ
ーニング機器の説明を受けることが必要です。
東部市民プラザ高齢者元気ッス館内貯筋ルームの
利用者も必要です。
とき　３月28日㈫　13時～14時、13時30分～14時30
分、14時～15時、14時30分～15時30分、15時～16時、
29日㈬、30日㈭　９時～10時、９時30分～10時30分、
10時～11時、10時30分～11時30分、11時～12時、13
時～14時、13時30分～14時30分、14時～15時、14時
30分～15時30分、15時～16時
定員　各９人（先着順）
申込み　３月17日㈮より保健センター（☎48-3751）
※参加できない場合は、４月以降に直接貯筋ルーム
へお越しください。

平成29年度の福祉タクシー料金助成利用券を３月
27日㈪より交付します。
電車やバスなどの交通機関を利用することが困難
な障害のある人が、通院などにタクシーを利用する
場合、基本料金を助成する利用券を交付します。
対象　次のいずれかに該当する人
・身体障害者手帳１～３級を持つ人
・療育手帳Ａ・Ｂ判定を持つ人
・精神障害者保健福祉手帳１・２級を持つ人
※自動車税や軽自動車税の減免を受けている人は対
象になりません。
交付枚数　１か月当たり２枚
※障害の治療のため、週１回以上定期的に通院する
場合は割増制度があります。
申込み　各種手帳と印鑑を持参し福祉課社会福祉係

平成29年度の高齢者入浴等利用券を４月１日㈯よ
り交付します。
対象　市内在住の65歳以上の人（昭和28年４月１日
以前生まれの人）
ところ　あおいパーク浴室、サン・ビレッジ衣浦浴
場・プール
交付枚数　36枚
申込み　印鑑（シャチハタ不可）、運転免許証・健
康保険証・介護保険証など本人確認のできるものを
持参しサン・ビレッジ衣浦（☎41 - 2655）またはあ
おいパーク（☎43-0511）
※交付はどちらかの施設
で１回のみで、再交付は
できません。
問合せ　高齢介護課高齢
福祉係
※交付された利用券は、
ルールやマナーを守って
ご利用ください。

平成29年度の入浴施設優待利用券を３月27日㈪よ
り交付します。
対象　64歳以下（29年度に満65歳になる人を除く）
で次のいずれかに該当する人
・身体障害者手帳を持つ人
・療育手帳を持つ人
・精神障害者保健福祉手帳を持つ人
※介護者（障害者を介護する人）も利用券を使用で
きますが、介護者だけの入浴はできません。
ところ　あおいパーク浴
室、サン・ビレッジ衣浦
浴場・プール、高齢者元
気ッス館浴室
※各施設は障害者仕様で
はありません。
交付枚数　36枚
申込み　各種手帳と印鑑
を持参し福祉課社会福祉
係

障害者入浴優待利用券

福祉タクシー料金助成利用券あおいパーク内貯筋ルームを
４月１日㈯に開設します

高齢者入浴等利用券
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申込み　実施要項に記載されている応募書類・証明書などを本人が持参し市民病院管理課

試験日程

採用予定人員および受験資格

実施要項と申込書は市役所、公共施設または市民病院管理
課で配布しています。市ホームページからも入手できます。
詳しい試験内容は実施要項をご覧ください。
問合せ　市民病院管理課　☎（48）5050

市民病院勤務
市職員を募集します

問合せ　国保年金課国保係
国民健康保険の手続きは14日以内に
国民健康保険へ加入する場合、健康保険の資格を

喪失した日から14日以内に手続きしてください。14
日を経過してから手続きした場合、そのあいだの医
療費は全額自己負担になります。また、国保税は本
来加入すべきであった日にさかのぼって計算します。
納付は便利な口座振替で
口座振替は納め忘れがなく、納期のたびに金融機

関へ行く手間が省けます。口座振替への変更は納税
通知書、通帳および届出印を持参し市内金融機関ま
たは税務課で手続きできます。便利な口座振替を是
非ご利用ください。
非自発的失業軽減制度があります
非自発的失業（倒産、

解雇、雇い止めなど）
をした人は、国保税の
軽減を受けられる場合
があります。詳細は、
市ホームページをご覧
ください。

会社を退職する人へ
公的医療保険は、必ずいずれかに加入することが

義務付けられています。退職により会社などの健康
保険を喪失した場合、国民健康保険への加入以外に
も次の方法があります。
●任意継続被保険者になる
退職した会社の健康保険に２か月以上加入してい

た人は、会社を退職して20日以内に手続きすれば、
会社の健康保険を引き続き最長２年間継続すること
ができます。
●家族が加入している健康保険の被扶養者になる
被保険者が主として生計を維持している３親等以

内の親族で、次のいずれかの要件を満たしている人
は、被扶養者として会社などの健康保険に加入でき
る場合があります。
・満60歳未満で年間収入が130万円未満である
・満60歳以上または障害年金受給資格者で年間収入
が180万円未満である
※詳しくは、加入している健康保険組合にお問い合
わせください。

国民健康保険からのお知らせ

看護師
（訪問看護）

看護師

職種 募集
人員

30人
程度

助産師

１人
程度

看護師免許を取得または平成29年度実施の国家試験で看護
師免許を取得見込みの人（交替勤務ができること）
助産師免許を取得し、助産師の実務経験が５年以上ある人
（交替勤務ができること）

看護師免許を取得し、看護師の実務経験が３年以上ある人

昭和52年４月２日
以降に生まれた人

申込み合格発表
５月２日㈫まで
５月26日㈮まで

ところ

８月５日㈯　８時30分～
10月７日㈯　８時30分～ 10月下旬

８月上旬
８月下旬

６月30日㈮まで

６月中旬
６月下旬

７月21日㈮まで
９月22日㈮まで

７月15日㈯　８時30分～
第４回

市民病院

12月２日㈯　８時30分～ 12月下旬

備考

第６回

定員に達し次第、以降の
試験は実施しません。申込
み後に定員となった場合は、
本人宛てに通知します。

11月17日㈮まで

６月10日㈯　８時30分～

第５回

とき
５月20日㈯　８時30分～第１回

第３回
第２回

対象 学歴・免許など
受験資格
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